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開  会 
 

【空港政策課室長】  大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまか

ら第４回目の空港運営のあり方に関する検討会を開催させていただきます。委員の皆様方

には、大変ご多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 私は事務局を務めさせていただいております、航空局空港政策課の○○でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、議事に入ります前に、いつものように事務的な連絡をさせていただきたいと思い

ます。まず委員の皆様方の出欠でございますが、赤井委員、高橋委員、田邊委員が所用に

より欠席、樫谷委員は所用により途中からご参加いただけるというご連絡をいただいてお

ります。なお、高橋委員の代理といたしまして、北海道東京事務所長の川城様がご出席さ

れておられます。また国会の関係等によりまして、三井副大臣が欠席、市村政務官が途中

から出席の予定でございます。また、国交省側が同じような理由で途中での入退室、多々

あるかもしれません。どうぞご容赦いただければと思っております。 
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 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。まず、議事次第、

委員名簿、座席表それぞれ１枚ずつでございます。続きまして、資料の１といたしまして、

全日空の篠辺様からの提出資料、資料の２といたしまして、日本航空佐藤様からの提出の

資料、資料の３といたしまして、これは１枚でございますけれども、スカイマークの有森

様の提出資料、資料の４といたしまして、これは横長の資料と縦長の資料２種類ございま

すけれども、フジドリームエアラインズの内山様の提出資料、 後に右肩の資料５といた

しまして、航空連合山本様からの提出資料、以上となってございます。不足等ございまし

たら事務局のほうにご連絡いただければ幸いです。 

 それでは改めまして、本日お話をお伺いする皆様方をご紹介させていただきたいと存じ

ます。 

 まず、全日本空輸株式会社常務取締役執行役員の篠辺様でございます。 

【篠辺氏】  篠辺でございます。よろしくお願いいたします。 

【空港政策課室長】  続きまして、株式会社日本航空インターナショナル執行役員経営

企画本部長の佐藤様でございます。 

【佐藤氏】  こんにちは。お世話になっております。佐藤でございます。 

【空港政策課室長】  続きまして、スカイマーク株式会社常務取締役の有森様でござい

ます。 

【有森氏】  有森でございます。よろしくお願いいたします。 

【空港政策課室長】  続きまして、株式会社フジドリームエアラインズ取締役副社長の

内山様でございます。 

【内山氏】  内山でございます。よろしくお願いします。 

【空港政策課室長】  続きまして、航空連合会長の山本様でございます。 

【山本氏】  航空連合の山本でございます。本日はありがとうございます。よろしくお

願いいたします。 

【空港政策課室長】  これもいつものとおりでございますが、本検討会につきましては、

記者の皆様方に公開することとしておりますが、冒頭のカメラ、もしございましたら、こ

こまでとさせていただきます。 

 それでは、これより議事に入りたいと存じます。議事の進行は、座長にお願い申し上げ

ます。座長、よろしくお願い申し上げます。 
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議 事 

 

【座長】  ありがとうございます。まず、本日は大変お忙しいところ、エアラインから、

それから航空連合の方、お越しいただき、本当にありがとうございます。できるだけいろ

いろな方のご意見を承りながら意見をまとめていくことで、エアラインにつきましては、

前回エアアジアＸも来ていただいて、今回は本邦の航空会社の方に来ていただいて、いろ

いろお話を伺おうと。それから先ほどの広い範囲のご意見をということで、航空連合の方

にわざわざご足労をいただきましてありがとうございます。ほんとうに今日はいろんなお

話を承って、できれば皆さん方とご一緒に意見交換をさせていただきたいと思っておりま

すので、大変恐縮なのですけれども、時間の進行だけ、少し事務局と私のほうで見させて

いただければと思っております。 

 まず 初に、エアライン４社の方々から２０分程度お話をそれぞれいただきまして、課

題認識それからこれからこういうことを考えてほしいということも含めて、共通の部分も

ある程度おありになろうかと思いますので、４方からお話をいただいた上で、まとめて質

疑応答をさせていただくということでお願いしたいと思っております。それから別の立場

でございますので、航空連合さんのほうから、こちらの質疑応答も含めて２０分ぐらいを

目途にしたいと思っておりますけれども、１０分から１５分少しお話をいただいて、そこ

でまた我々から少しご質問をさせていただくというような形で進めさせていただければと

思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 早速でございますけれども、全日空の篠辺さんのほうからご用意いただいたものに従い

まして、お話を承ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（１）全日本空輸株式会社 常務取締役執行役員 篠辺 修 氏 

 

【篠辺氏】  それでは、お手元に資料がありますので、資料に沿った形でご説明を差し

上げたいと思います。ここでのテーマすべてを網羅できているとは思いませんが、ご説明

をさせていただきます。 

 １ページ目の一番始めには、当エアライン業界を取り巻く環境認識についてということ

で、僅かながらですけれども書いております。我々の業界、私どもの認識としては、航空

の自由化の進展で競争環境については、どんどん激しくなると、この前提で競争会社との
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いろいろなインフラ条件など、イコールフッティングをしていくことが大事で、同じ土俵

で競争するような環境づくりが必要だろうということで、ここでは特に公租公課などの引

き下げという形で、外国との差が特に大きいものについて少し触れています。いずれにし

ても、こうしたイコールフッティングによる競争環境の整備が航空産業の健全な発展につ

ながると考えているというのが我々の環境認識にはなるわけですけれども、こうした話と

いうのは、当然空港についても空港のサービスですとか含めて全く同じだと思います。し

たがって、当然空港関係についても国際比較ですとか、空港の経営状況が厳しく見られる

環境にどんどんなっていくのだろうと思います。そういう意味で今回のような検討会とい

うのは、時期を得ているのではないかと思っております。航空会社の立場からしても、大

いによい結果を出していただきたいと思っています。 

 それで、本来の空港に求めるものなのですけれども、これは我々の産業そのものがサー

ビス産業ですので、一口に言えば、利用者にとって利便性が高くて良質なサービスを安価

に提供していただくということになります。 

 じゃあ具体的に利便性が高いって何かということになりますけれども、下のところにオ

レンジで、整理をしていますが、ひとつは需要の多い時間帯に柔軟に便が設定できるとい

うこと。何を言っているのかというと、例えば搭乗橋、ＰＢＢと呼んでいるものがありま

す。この数が十分あると、ある時間帯にいろいろなエアラインが集中しても使わせてもら

えるわけです。この数に限りがあると、あるエアラインは同じ時間帯には使えないわけで、

仕方がないのでバスを使って沖にとめてある飛行機までお客様を運ぶというようなことが

出てまいります。一方、じゃあＰＢＢが沢山あればいいのかというと、今度は効率性が悪

くなるわけです。そことの二律背反みたいなものがあるわけですけれども、エアラインの

ほうからいえば、そうしたところの工夫がどこまでされるのかというのがポイントになる

ということです。また、空港立地、アクセスについても同じ観点になります。例えば立地

が不利な場合、一体だれがどのようにして不利な立地に対してお客様にその不利を挽回す

るような手だてを考えるのか、どこから財源を持ってくるかということにもかかっている

のですが、そういったバランスも考慮しながら空港のアクセスをよくする努力というのが

大変重要だと思います。 

 その下は、いわゆる乗り継ぎのイメージです。昨今では、関西空港や神戸空港、中部空

港、羽田空港もそうですけれども、すぐ鉄道だとか、機動的な交通機関につながるように

なったり、いろいろ工夫がされていますけれども、こうしたことが空港の魅力を高めると
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いうことになります。それから良質なサービスを安価にということですが、例えば待合室

に十分な椅子を確保すること、これらは確かにサービスなのですけれども、エアラインに

とってはビジネスモデルによっては過剰なサービスになると、それがそのまま賃料ですと

か、コストにはね返ってまいります。ＬＣＣと呼ばれているような会社にとっては、こう

したものは要らない、その分賃料を安くしてくれと、こういう話もあって、良質なサービ

スを安価にといったときに、実はエアラインにとってニーズの幅というものが現状の競争

環境の中で出てきていますということで、そういったことをどこまでそれぞれの空港運営

の中で反映できるかというのが大事なものになる。エアラインからすると、空港にはいろ

いろな無理なお願いをするというのが、こうした中身になるということでございます。 

 捲っていただいて２ページ目です。課題認識ということで３点ほど挙げています。１つ

目が着陸料等の空港使用料が、明確な配分ルールがない中でと記されておりますが、各空

港にそれが充当されていて、効率的な運営が促される仕組みになっていないのではないか。

平たくいうと、私どもの勉強不足もあるかもしれませんけれども、それぞれの空港がどう

いう具合に赤字なのか、あるいはどういう具合に黒字なのか、なぜそうなるのかの分析が

タイムリーにされて、黒字であるならば、経営やっている人たちにどんなインセンティブ

があって、赤字であれば、責任者については一体どういうおしかりがあるのかみたいな評

価の仕組み、分析の仕組みがどのぐらいあるのだろうかということになります。分析その

ものはできるようになっていると思いますけれども、分析については時間が経ってからの

分析というのは、基本的に価値が下がりますので、我々の会社ですと四半期ごとに数字を

開示するようになっておりますけれども、早いタイミングでそうしたものを世の中に出し

て、かつ、それに対応する挽回の策だとか、さらに向上させる策を出していくという仕組

みが必要になってくるのではないかと思っております。それが課題の１つ目です。 

 課題の２つ目では、既に本検討会でも指摘されています、運営の形態として上下分離が

いいのか、一体化がいいのかの議論。これもエアラインからすると、ここでは、分けてい

ると分けたぶんだけ重複コストは発生しているのではないかと思っています。ただ、だか

らすべて悪いのかというのは、もう少し議論が要るなとは思っていますけれども、そうし

た問題があるのと、それは当然のことながら、非航空系の収入と航空系収入を一体的に扱

うということで何が良くて何が悪いのかというのは、もっと積極的に議論をするべきでは

ないかと思っております。 

 それから３番目は、我々がお支払いしている着陸料だとか停留料についての値づけのお
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話になります。平たくいうと、我々が設定する航空運賃はマーケットに対して、よりお客

様に乗っていただけるように柔軟に設定を変えていっております。そういう柔軟な設定と

いうことがどのぐらいできる仕組みになっているのだろうかということです。努力されて

いることは重々承知していますけれども、そうしたことが課題にあるのではないかという

ことです。 

 ３ページ目と４ページ目には、民営化ですとか、民間への経営委託について期待される

ことと、私どもから期待していることと、あるいは逆に危惧を持っていることを書いてお

ります。期待面では、おそらく独立採算制になるであろうという前提で、空港ごとの収支

がより明確になるということです。ただ、現在もそうなのでしょうけれども、顧客に対し

て、その収支状況がどの程度透明性が確保されているのかというのは、これは実は民営化

しているかどうかとはまた別の次元での問題であって、現在でもその透明性の確保につい

ては、ぜひ努力をお願いしたいと思っています。 

 それから民間の知恵と柔軟性というところになります。効率的な経営が期待されるとい

うことなのですけれども、一般的には利益を出すために努力をすることになりますけれど

も、収入はマーケットによって左右されますから、当然のことながら自分のところのコス

トをどうコントロールするかというのが大事なテーマになるわけで、そこで効率的な経営

あるいは知恵ですとか柔軟性ということになると思いますので、マーケットに合わせた収

入を前提とした経営者がその利益に責任を持つということで、効率的な経営の期待ができ

ると思っております。 

 それから諸外国のようにと書いてあります。先ほどの上下の一体化ですとか、非航空系

収入をということを含めて、いろいろな形での知恵を出していただくと、我々がお支払い

することになる、あるいは利用するお客様が間接的にお支払いすることになる空港使用料

が低減するのではという期待があるということになります。 

 一方で、捲っていただくと、民営化、民間への運営委託というのはそんなにいいのかい

ということになりますけれども、空港の特殊性と言うことができると思いますけれども、

地域独占性が大変高いということですとか、ほかの施設に、例えば変えていくという、そ

うしたことの選択肢がなかなか持てない、準公共財的な要素が強うございますので、競争

環境といいますか、市場原理というものが働くような構造にはなっていないと思っていま

す。したがって、民営化すれば、いろんな料金が安くなるのか、民間へ運営委託すればよ

くなるのかということでは、あまりそれが直接的にリンクするとは考えていない。むしろ
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地域独占性にあぐらをかけば、使用料等が高くなる懸念も持っております。したがって、

現実的にはそうした場合でも、各種料金に関する規制や制度、資料の後ろに皆さんご承知

のプライスキャップですとか、ヤードスティックですとか、名前は入れていますけれども、

何か歯止めみたいなものが要る。あるいはサービス水準のレベルを確保するような仕組み

が要るのではないかと思っております。 

 それから、その下にあるところは、実はこの段にいたっては、空港によってはいろいろ

な前提条件が違うということを申し上げたいということで、一律的なルールというのでは

仕切れない部分があるのではないかということで、羽田空港もそうですし、土地建物の借

料と申すのでしょうか、負担が大きい福岡空港ですとか、那覇空港ですとか、こうしたと

ころについては空港使用料への負担が過大になる懸念もありますので、何か対応策が、要

は空港ごとの事情に合わせたサポートするようなルールが要るのではないかと考えており

ます。 

 以上が本編になります。お付けしている資料が何かだけ補足させていただきます。資料

１については、当社グループでの営業費用のうち、着陸料、あるいは空港のターミナル等

の賃料等が占める割合等を載せております。大体営業費用の１５％ぐらいをこの４種類で

占めている。賃料については、３５０億円。これは国内だけについて書いております。そ

の程度の規模だということでございます。 

 資料２は、先ほど少し触れましたいろいろな制度についての具体例、ここにつきまして

は委員の皆様のほうがもっと深く承知されていることだと思います。釈迦に説法なのです

けれども、少し例をご紹介するということで載せております。 

 当社からは以上でございます。 

【座長】  どうもありがとうございます。 

 では引き続きまして、日本航空の佐藤さんのほうからお願いいたします。 

 

（２）株式会社日本航空インターナショナル  

   執行役員 経営企画本部長 佐藤 学 氏 

 

【佐藤氏】  日本航空でございます。よろしくお願いします。 

 資料がまことに申しわけないのですけれども、ページが振っていなくて、本当にお詫び

申し上げたいと思います。不都合ないような形で進めさせていただきたいと思っています。 
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 今日は、先ほどＡＮＡの篠辺さんもおっしゃられましたので、ダブるところにつきまし

ては簡単に説明させていただいて、ＪＡＬとして、特にここを申し上げたいというところ

が１、２点ございますので、そこに若干時間を重点的に配分する形で説明させていただき

たいと思います。 

 今日の大体の論点の骨格ですけれども、第１のポイントとしましては、収支の透明性確

保、それと独立採算制、あるいは民営化。民営化の中には、赤字がどうしても想定される

ような空港もございますでしょうから、その辺にどういった形のサポートメカニズムをつ

くっていくかというのが大きな柱なのかと。それから上下の一体運営というところで非航

空収益と上部の部分と下部の部分との一体運営によって効率的な運営をしていただきたい

というところが大きな柱の２点目。それから３点目につきましては、篠辺さんのところで

出てございましたけれども、エアラインの公租公課の負担を軽減化する方向に持っていっ

ていただきたいというところで使用料がどういう形で決まっていくのかとか、サービスの

モニタリングといったところをきちんとしたメカニズムをつくっていただければというと

ころでございます。それに付随しまして、若干、今日の趣旨とは違っているんですが、国

有地の値上げの話が結構出ておりまして、今、足元でも値上げしますよというところが現

実の問題として我々のところに来ておりますので、その辺のポイントをご紹介させていた

だければと思っています。 

 それからその次が現在、空港の例えばバゲージ引き取りエリアとか、共用施設の賃借の

負担が今まではお客様の頭数というと失礼ですけれども、旅客数比でエアラインが分担し

て空港ビル会社のほうにお支払いしているのですけれども、これも別のやり方が考えられ

ないのかということでの１つの提案を申し上げたいと思います。 

 それから 後のポイントとしましては、自治体、空港会社、それから航空会社、こうい

ったところが連携して路線の維持というか、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係をどうやってつくって

いくかというところについて一つ申し上げたいと思います。済みません、前置きが長くな

りましたけれども、簡単に参ります。 

 開けていただいて、我が国の空港運営の課題の①というところですけれども、これは先

ほども出ていましたけれども、収支の透明性についてでございまして、空港ごとの収支の

透明性を高めた上で原則として、独立採算制をとれるような運営が望ましいというところ

でございます。こういったことが実現すれば、さらなる経費削減、適切な設備投資が図ら

れて、利用者負担軽減のインセンティブが働くような形になるのではないかなといったと
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ころが１ページ目でございます。 

 続きまして、これは上下の一体運営のところでございまして、非航空系部分で収益を原

資とした空港使用料、着陸料等の低廉化が図られていない状況がございますので、上部の

部分と下部の部分を同じどんぶりの中で運営させていただいて、着陸料や施設利用料との

低廉化を図っていただいて、これができれば路線の維持とか増便、それから新規参入など

航空需要の促進が図られるものではないのかなというところでございます。 

 次のページ。これは先ほどちょっと申し上げたんですけれども、成長戦略会議での指摘、

ここに抜粋してございますけれども、このページの一番上の部分ですけれども、「国有地代

の適正化（値上げ）」というところでございますけれども、空港関連企業が支払う地代につ

いては見直しが必要ですと。②として、空港関連企業が地代の値上げに安易に航空会社や

テナントに転嫁することがないよう指導・監督することも重要だという形で整理していた

だいていますけれども、現実の問題としては、これと逆行する形で進んでおります。我々

が例えば空港の中の格納庫、これは直接賃借している分ですけれども、航空会社が保有・

賃借する安全運航支援のための施設、格納庫などの地代に、これは直接的な影響が出てく

ると思います。それから直接的ではないのですけれども、間接的に空港ビル会社あるいは

空港施設企業、こういったところといろんな施設の賃貸借関係を結んでおりますけれども、

こういったところにおいても地代が上がれば、その分は転嫁させていただきましょうとい

う動きが既に出始めております。そういう意味では、その下に書いてございますけれども、

国有地代の値上げは本来、空港関連企業の収益に対する適正な使用対価の徴収を目的とし

ていたものではないですかと。今般の見直しは、成長戦略で掲げている航空会社のコスト

削減に資する各施策の総動員を図るとの考え方に逆行するものではありませんでしょうか

というところで、こういった動きについてもきちんと見ていただいて、あるべき対応をし

ていただければありがたいなというところがこの部分でございます。 

 次のページ。空港運営の課題④というところで、共用施設使用料、先ほど申しましたけ

れども、現状におきましては、航空会社の専有施設、カウンターとか事務所といったのは、

当然エアラインとビル会社との直接の契約の中で航空会社が負担をさせていただいており

ますけれども、お客様が搭乗待合室とか到着の手荷物引取所、こういったところはエアラ

イン各社が使えますので、そこの使用料については、どこどこの航空会社を使用した人が

何名ですかと実績に応じて使用料を按分しています。そういう意味では、旅客数の少ない

空港ほど１人当たりの施設使用料というのは、単価が高くなるという状況もございますし、
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当該使用料は、固定された総額を就航する航空会社間で搭乗旅客実績に基づいて按分して

負担しているという、この現状におきまして、これを、やり方を変えて、後のページに出

てまいりますけれども、お客様の１人当たり幾らという旅客当たり単価制というのは導入

できないものでしょうかという提案をさせていただいております。現状は、このページの

下に書いてございますけれども、主要幹線空港、それから大規模空港、中規模空港、小規

模空港という形でブレークダウンをしまして、共用施設使用料トータルの額を旅客数で割

った金額として、結果的に２００円とか２３０円とか３００円のレベルになってございま

す。これを、想定される旅客数と運営費用により旅客一人当り単価を算定しておいて、年

間の旅客数等に応じて空港ビル会社に施設料としてお支払いするというコンセプトのご提

案でございます。ですから、これはお客さんが増えれば増えるほど空港ビル会社の収入も

増えると。ただし減った場合には、エアラインとしましては、当然その路線の採算性とい

うところでのリスクもかぶっておりますが、空港ビル会社においても収入が減り、共用施

設の運営費用をカバーするのが困難となるというリスクが出てくるのですけれども、この

ようにリスクを共有することで、空港施設の品質向上や需要創出のメカニズムが働くので

はないのかということでございます。これは今日の提案でございます。 

 次のページにつきましては、今まで出ておりますけれども、上下一体経営することによ

って３－ＷＩＮという表現を使っておりますけれども、例えば下の表です、上下一体化し

たときの空港使用料が減少します、安くなりますと。そうすると航空の供給量も増えます。

そうするとお客様も増えますでしょうと。そうすると非航空系の収入も増えますというこ

とで上下一体することによって、こういった好循環のサイクルが回り出すのではないのか

なというところを示しております。 

 次のページは、民営化についてですけれども、民営化は課題解決に向けた有効な手法の

１つではないでしょうかということなのですが、やはり空港ごとの特性というのはありま

すよねというところで、その空港の特性に応じた 適な運営形態を見極めていくことが必

要なのではないでしょうかというところを申し上げております。 

 その空港の中でもやはり地方の小さい空港とか離島の空港等については、なかなか黒字

化できないという状況もございますでしょうから、その場合には、次のページに書いてご

ざいますけれども、何らかの形での支援というか補助というか、こういったメカニズムが

必要なのではないでしょうかというところを申し上げております。下のグラフを申し上げ

ますけれども、当然のことながら各空港におきましては、収支を透明化していただくとか、
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独立採算制をとってもらう、上下一体経営をしてもらう、それから維持運営の効率化を図

ってもらう、それから収入確保に努力してもらう、徹底した経費削減をしてもらう、こう

いったものを十分努力した後で黒字の場合は問題ありませんけれども、赤字の場合につい

ては、早晩黒字化できるというところにつきましては、過渡的なものとして財源補助なん

かのサポートをしていくと。一方、離島なんかはこの部類に入ると思いますけれども、こ

れはもう恒常的になかなかやはり黒字化は難しいというところについては、また別の形で

の財源補助を行っていくという対応が必要なのではないでしょうかということを申し上げ

ております。 

 それから次のページについては、空港使用料等について、民営化されますと、やはりそ

の料金をどういうふうに設定をされるかというところがございますので、何らかの形で適

正な料金設定が図られる仕組みが必要なのではないでしょうかというところを申し上げて

おります。それと料金設定に何らかの仕組みでコントロールするというところもございま

すが、それと一方の部分として、当然のことながら、空港ごとのサービスの品質をどうや

って維持していただくかということも大事なポイントになろうかと思いますので、定期的

なモニタリングみたいな形のを行って、定期的に評価する仕組みが必要なのではないでし

ょうかというところでございます。チェックする項目としましては、例えば混雑の状況と

か大雪になったときの除雪能力とかもありますでしょうし、ターミナルビルがきれいで快

適性がどのぐらいあるかとか、あるいは空港アクセスがどんな形かというところも含めて、

そういった項目を見ていただくというモニタリングといったものも導入されてしかるべき

ではないでしょうかということでございます。 

 それから次のページ、先ほど申しましたけれども、旅客当たり単価制の導入についての

考え方を整理してございます。先ほども申しましたけれども、旅客当たり単価制を導入し

た後のイメージはどんな形になりますかというところでございますが、下のほうにござい

ます。お客様が想定よりも増加した場合は、空港は費用を上回る収益を得ることができま

すよねというところで航空会社も路線収支が向上します。労働ファクター、搭乗自体が上

がってメリットが受けられますというところでございますが、少なかった場合については、

なかなか空港の収入も減ってきますので費用をカバーするというのはなかなか困難であり

ましょうけれども、逆にそういった状況の中でどうやってお客様を増やしていくかという

ところを真剣に考えていただいて、需要創出とか、空港施設の見直しとか、こういったと

ころに向けて積極的に動いていくインセンティブが働くような流れができるのではないだ
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ろうかと考えてございます。 

 次のページにつきましては、要は関係者、特に自治体とか空港ビルとか航空会社がやは

りその路線をきちんと運営していくためにいろんな協力が必要ですよねというところを申

し上げておりまして、自治体は着陸料軽減措置をしていただくとか、逆にいったら、能登

空港なんかもやっておられますけれども、販売促進活動への助成といったことの、そうい

ったスキームも導入していただくということもございます。それから空港ビルはやはりタ

ーミナルビルの不動産賃借料を減免していただくとか、そういった協力をしていただいて、

航空会社は機材を適正サイズあるいは小型化をしてやるとか、多頻度の運航をやるとか、

そういう運航コストの低減、搭乗率向上の努力をしていく。こういったことをやっていけ

ば、従来赤字だったところが黒字化、黒字の状態で運営できるというところが出てくるの

ではないかと思っております。 

 現に、これは１例ですけれども、具体例申し上げると差し障りがあるかもしれませんが、

我々の独占路線でありますけれども白浜路線です。昔、ＭＤ－９０で３便、あるいは２.

５便運航しておりましたけれども、非常に赤字状態でございました。これをＥＲＪ、羽田

から７６席の飛行機ですけれども、これを使いまして３便化、通年運航しまして、当然の

ことながら空ビルとか地元自治体のサポートというようなものを得ながら何とか黒字トン

トンまで持ってくるような形の運営に変えることができております。そういった具体例も

ございますので、こういった自治体とか空港ビル、航空会社、非常に協力し合いながらや

っていくというポイントも大事ではないのかなというところをご指摘させていただいてお

ります。 

 以上、まとめのところは省略しますけれども、こういった形で考えさせていただければ

と思っています。 後の参考のところは若干ＪＡＬの宣伝になりますが、地域活性化に向

けて非常に地域と連携しながら、いろんな地域活性化のプロジェクトを行っておりますと

いうところでございまして、機内誌とかホームページとか機内ビデオのプログラムといっ

たところで、下に書いてございますような形でいろんな素材を提供しつつ地域を紹介して

地域振興といったものをやってございますという宣伝でございます。 

 次のページは、機内食そのものですけれども、地元応援企画というところで地元食材を

十分に取り入れて、アピールしながら地方に元気を提供できないかというところでやって

いるところでございます。 

 それから 後は、これは本当に単発物で、ここに出てくるのはどうかという感じはしま
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すが、釧路市といったところと、あるいは釧路空港とコラボレーションしまして、たまた

ま我々のロゴが変わるものですから、こういった形で一つのカンフル剤というか、刺激策

をやってございますという宣伝でございます。 

 以上でございます。 

【座長】  どうもありがとうございました。 

 では続きまして、スカイマークの有森さんのほうからよろしくお願いいたします。 

 

（３）スカイマーク株式会社 常務取締役 有森 正和 氏 

 

【有森氏】  スカイマークの有森と申します。よろしくお願いします。お手元の資料の

１枚物なので、ご覧頂きながらと思います。コスト削減ということで、１枚物で対応して

おります。 

 それでは、今後の空港のあり方に関して、この形がどうあろうと（１）の①②③、これ

だけを守っていただければ非常に助かるなと考えております。これから申し上げることは、

今までＡＮＡさんやＪＡＬさんがおっしゃったこととほとんどキーワードは同じです。同

じで少しつけ加えながら申し上げますけれども、１つは利便性です。それから公平性、低

コストによるオペレーション、この３つをキープしていただきたいなと。例えば先ほどＡ

ＮＡさんから公租公課、着陸料とそれから航行支援料、燃油税、それからファシリティー

フィーの家賃です、あわせて費用の１５％とおっしゃいましたけれども、うちは売り上げ

の１７％です。ですから費用でいけばもう１９％、２０％ぐらいになるかもしれません。

ここまでハンディがございます。もう一つ、ここの横にも書いてありますけれども、空港

内施設、位置が非常に端っこのほうにございます。それで同じ平米当たりのコストを支払

っているという状況でございます。 

 例えば、具体的事例で韓国の仁川空港をご存じかと思いますけれども、この鶴の羽を広

げた形になっておりますけれども、右側がアシアナ、左側を大韓航空が使っています。真

ん中のところにカウンターとモニターが上についておりまして、そこのモニターの航空会

社のマークをパシャパシャと変えるだけで、その航空会社のカウンターに早変わりすると。

そこで海外の航空会社、それからロー・コスト・キャリアのカウンターに早変わりして対

応しているという状況でございます。我々はどこに行きましても一番端っこのほうに同じ

家賃で対応しているということです。これは、お客様に対して人数増えても端っこのほう
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でございますので、不便をおかけしているなと考えております。それと皆さんたくさんい

らっしゃるのであまり過激なお話もできないのですけれども、世界でも１番目、２番目に

高いと言われるような家賃とか費用だけにはなさらないでいただきたいなと思っておりま

す。 

 それから、これは順不同で申し上げます。２番目の民営化された場合の懸念事項と期待

する事項。同じような切り口でございます。この中で２番目と３、４をまとめて申し上げ

ますけれども、例えば羽田空港であるならば競合する代替空港はないです。ロンドンにも

ヒースローとガトウィックとか、ルートンとかありますけれども、２つの空港をまとめて

１つの会社になったりはしておりますけれども、代替空港が結構ございます。フランスで

もシャルル・ド・ゴールもありますし、それからもう一つオルリー空港もございます。そ

ういうことで代替空港があって空港間の競争があるのですけれども、日本にはないと。そ

んな状況で、相手は独占企業になりますから、それに対して我々どれだけ対応できるかな

というところが若干不安になります。そこでお願いしたいことはガバナンス、コンプライ

アンス。監査体制それからその空港会社の振る舞いというか、動きが透明に、だれでもわ

かるように説明できるような形にしていただくと助かるなと思っております。 

 あと４番目、５番目のところなのですけれども、空港運営のビジネスモデルというのは、

いろんな方がいろいろ研究なさっていらっしゃいます。成功例もございます。ヒースロー

にしてもシャルル・ド・ゴールにしてもアメリカの空港にしてもそうなのですけれども、

その中で、それをそのまま日本に持ってきて、それで成功するのかと。これは非常に疑問

が残ります。日本の法令も違いますし、それからマーケットも違います。我々もよく言わ

れるんですけれども、「スカイマークさんはロー・コスト・キャリアではないですね」と。

そうです。ロー・コスト・キャリアではございません。海外のロー・コスト・キャリアモ

デルを日本に持ってきても全く成功しないと思います。ロー・コスト・キャリアモデルを

持ってきて成功するのだったらだれでもできると思うのですけれども、弊社はマーケット

に即した動きをしております。そういうところも考え合わせてお考えいただきたいなと思

います。 

 それから具体的事例ということで、また申し上げますと、例えば沖縄なのですけれども、

我々は今期、このフィスカルイヤーで８０万人くらいのお客様を運ぶことになると思いま

す。沖縄でご利用なさっていらっしゃる方は、１,４６０万人。大体５.５％でございます。

ただ、私どもが沖縄空港で持ち合わせているオフィス及びカウンターの敷地面積が１１０
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平方メートルでしかございません。延べ床面積、これはＰＢＢのゲートのほうまで含めて

の話かもしれませんが、７万９,９５３平方メートルのうちの私どもは１１０平方メートル

です。計算するのも嫌なぐらいでございますけれども、こういうことがございます。これ

は我々後から来た者ではございますけれども、他社さんがオフィスを押さえていらっしゃ

るということがございます。この押さえ方にも、よくわかりませんけれども、使っていら

っしゃるか使っていないかわかりませんけれども、ただ押さえていらっしゃるオフィスが

いっぱいあると。これは日本の経営資源の無駄遣いということにもつながるのかと考えて

おります。それがまた公的資金で押さえられているようなことであるならば、もっと深刻

かと考えております。つまるところ、私どもが申し上げたいことは、繰り返しになります

けれども、より利便性、公平性、低コストによるオペレーションができるような形で、透

明性のある監査体制ができた空港にしていただきたいなと思います。日本の空を日本人が

守るために、迫り来る海外からの航空会社、ロー・コスト・キャリアと闘うためにもいい

インフラをつくっていただければと思います。 

 要望事項ばかりでございましたけれども、以上でございます。 

【座長】  どうもありがとうございました。 

 では、フジドリームの内山さん、お願いいたします。 

 

（４）株式会社フジドリームエアラインズ 取締役副社長 内山 拓郎 氏 

 

【内山氏】  フジドリームエアラインズの内山でございます。我々の会社は、飛行機が

ただいま５機しかございませんし、運航しているところが静岡とか名古屋を中心にしまし

て、信州松本、松本、札幌、福岡、熊本、鹿児島、要するに羽田とか大阪とか大きな基幹

航路はございません。運航している飛行機も７６人乗りのＥＲＪ、ＥＭＢＲＡＥＲの１７

０、それから８４人乗りの１７５といった１００席以下のリージョナルジェットでござい

まして、我々は、小さいしかもローカルを運航しているエアラインとして若干のつけ加え

のようなことを申し上げます。 

 資料ございまして、着陸料とか空港関連費用なのですが、主なものは着陸料それからテ

ナント料というのですか、事務所、カウンター、共用部分の使用料なのですが、これが我々

の中のコストにどれぐらい占めるかということになってきますと、例えば静岡－小松線で

すと１２％程度、静岡－熊本で７％、静岡－鹿児島６％、静岡－福岡６％で、全体ではこ
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れに駐機料だとか、そういうのもございますので、空港関連といったのは全体では８％ぐ

らいがコストの中に占める割合ということでございます。そしてこれを例えば１席当たり

に直しますと、ここに資料ございますが、我々の７６人乗りの飛行機と、例えば小型機と

言われる７３７－８００、これは１７７人乗りで、勘定しますと１席当たりだと２４％ぐ

らい我々のほうが高くなる。要するに、これは着陸料、テナント料等は、小型機になるほ

ど１席当たりのコストが高くなるし、短距離路線になるほど全体コストの中に占める割合

が高くなるということでございます。一般的に、日本の空港の着陸料やテナント料という

のは、国際水準に比べて相当高いということになっておりまして、我々のような１００席

以下のコミューターで比較的短距離路線を運航しているリージョナルエアラインにとりま

しては、大変に重荷となっていますということです。コストが高くても運賃に反映できれ

ば問題はないんですが、運賃そのものは他の交通機関との比較や幹線の航空路線との比較

等である程度相場が形成されていまして、我々の自由にできるところではございませんの

で、これが多くのリージョナルで飛ばしている路線の経営的な苦境の原因になっておると

思います。そういうことで我々としては、そういったことも配慮して空港のこういった費

用のかけ方というのを考えてほしいなと。欧米でもＬＣＣというのはありますが、結構ヨ

ーロッパなんかだったら、ただ同然の空港を使ったりしておるのですが、日本ではそうい

うわけにもいきません。しかしながら、そういった地方から地方の路線というのは、社会

的には必要なものだと思いますので、そういったところを今まで大型機中心のような料金

体系とか、そういったものを少し小型機、ひいては１００席以下の小さい飛行機のほうに

も適したような料金体系をつくってほしいなというぐあいに思っております。それが１つ

です。 

 それから、ちょっと言われているのですが、静岡空港は、全国で初めて指定管理者制度

というのを利用しまして、空港関連業務を一体運営を行っております。要は県が富士山静

岡空港株式会社に空港運営を委託していると。そういった形で運営されている空港でござ

います。こういう形は日本でも初めてということで、この間県が開いた外部評価委員会と

いうようなものがございまして、私も参加しました。実際はまだ空港運営を民間の会社に

指定管理者として委託をするという制度ができて、どういったメリットがあるのだろうか

という話になったわけですが、一般的に言えますことは、富士山静岡空港株式会社は管理

運営に当たりまして、開港初年度という特別な状況下において、大きな事故もなく、指定

管理者として初期の目的を達成できたのだろうなという合格点は出ました。ただし、こう
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いった民間の会社に運営を委託するということのメリットについては、まだ初年度であり

まして、これから５年契約ということらしいのですが、５年間に人材育成や業務の習熟、

それから他空港に負けない改善努力を積み重ねて民活のよさが出てくるようにしたいとい

うようなことで、これからを見ていきましょうということになっております。 

 しかしながら、この制度で我々利用者としては、今のところデメリットも感じています

と。確かに管理運営でこういうところに委託するのですが、県民の利用者のほうからする

と、役割分担がなかなか分かりづらいと。例えば、空港内の施設改善要望の窓口がはっき

りしていないとか、受託会社に申し入れても、実際に決めるのは県なので、なかなか時間

がかかるとか、それからまた実際こういうものはどこで申し込んでいいのかというのがは

っきりしないと。それから仮に申し込んだとしても、さっき言ったように、時間が非常に

かかるというようなことで、そういったマイナスも出てきているということでございます。、

今後こういうことをやる場合は、やはりオーナである県と空港会社、受託会社の間にきち

んとした役割分担なり権限委譲がないと、なかなか利用者にとってはかえって使いづらい

ものになるという可能性があると。だからこれからの話だということでございます。 

 それで、あと皆さんがおっしゃいましたので、空港の民営化ということに関することで

若干申し上げますと、大きな民営化に適するような空港というのは、それはそれであるの

でしょうが、我々が飛ばしている小さい空港ですと、これはとても民営化をしても採算的

には成り立たないだろうと。例えばアメリカなんかだったら、ほとんどの空港は、民営化

空港ではないと思うのですが。ほとんど公有で、大空港は別にして、ほとんどの空港には

何らかの形で公的補助が入っておるわけです。だから我々としては、民営化がほんとうに

どういう意義があるのかなというぐあいに思っております。 

 空港の公共性、利用者利便性に重点が置かれないで、収益重点に運営されるリスク、ど

なたかがおっしゃっていましたが、本来独占的な事業体ですから、国の中の交通のシステ

ムの中でどういう役割をすべきかといったことを考えるふうになっていただかなければな

らないわけですが、民営化であまりにも採算、採算ということになっていますと、こうい

ったことが失われていくのかなという危惧を持っていますということであります。 

 以上です。 
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（５）全体質疑（本邦エアライン４社） 

 

【座長】  どうもありがとうございました。お話を伺っていますと、それぞれの方、少

しずつお立場が違うということで、いろいろメリハリがあるお話がありまして、本当にあ

りがとうございました。これからしばらく皆さんからご意見をいただきたいのですが、で

きれば空港というものを途中、上下一体という言い方もありましたけれども、これは上下

一体という言い方をすると、資産自体をだれが持つんだと、ちょっとごっちゃになります

ので、皆さんおっしゃっているのは、空港収入のかかわるビジネスの部分とその周辺にあ

る非航空収入、ターミナルだとか駐車場、ここの部分を一体化して民間の知恵を使ってト

ータルで空港にかかわるコスト、特に利用者の一部であるエアラインの皆さんからすると、

下がるのは、これは好ましいだろうということをおっしゃっていただき、ただし、地域独

占になる可能性があるときに、価格であるとかサービスレベルであるとかをどうやって担

保してくれるのかというところも組み合わせて考えていただきたいという点がまず共通の

お話の１点目で、２点目は先ほどからありましたように、さはさりながら、実際は一律の

話ではなくて、これはＪＡＬさんからも全日空からありましたけれども、空港によっては、

同じような形態で単にバサッとやっていくものではないかもしれないんで、この辺をどう

いうふうに担保していくのかということも少しきちんと考えてくれと。一律論ではないと

いうお話をいただいたということです。これから皆さんのご意見を承っていきますが、成

長戦略会議のときも、そういう議論が当然出まして、基本的には、今、皆さんがおっしゃ

っていたメリットを残しつつ、やはり利用者、国民のためにならなければ全く意味がない。

ただし、それを既存のパラダイムで全部規制の中で雁字搦めにやって、知恵が働いて効率

的にできるかというと、どうもそうでもなさそうだと。 

 それから今までは、空港の経営というものがほとんど非航空の部分も含めてやるという

のは、一部の会社空港しかなかったわけでありますので、当然のことながらルールで一律

になり、大型、中型中心になり、それから何人の方おっしゃいましたけれども、そういう

ものが要らないというエアラインに対してもボーディングブリッジ使えということしかな

いようですので、一律の仕組みになっているというのは非効率があるということは、皆さ

んの共通認識のようでありましたので、今回の検討を通じて、そういうものがないように、

どうやって工夫をしていくかということがスタートポイントであることだけは、余談でご

ざいます、つけ加え過ぎかもしれませんけれども、ご理解いただいて、皆さんからご自由
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にご意見をいただければと思います。 

 では、委員の皆様どうぞ。○○委員のほうから。 

【委員】  今日はどうもありがとうございました。私が一つ感じますのは、エアライン

のこれからの空港経営にかかわるポジショニングの問題があるのではないかと思っており

まして、これひとつ、従来、低価格化を目指すあるいは利便性を向上するというところで、

飛んでなんぼですから、その空港のそういったところを向上させるという目的で、おそら

く従来、出資する形でターミナルビルのほうに参画されて影響力を出したり、関与されて

こられたのだと思うのですが、これからこういう形で上下一体となって、やはり同様に出

資の形態とかという可能性も持ってかかわってこられるのか、あるいはそこのところでち

ょっとぜひお伺いしたいのですが、従来、ターミナルビルとかの経営に対して、ガバナン

スが働いていたということで、そこら辺を問題視されているのかどうかということがある

んですが、それは今回のペーパーでもそうなのですけれども、非常にガバナンスという言

葉が出てきているのですが、実際どういう効果があったかということをいえば、多分初期

の段階が地域と一体となってやって、シングルトラックで入ってきている空港が全日空さ

んとか、一番 初に３社体制の初めのころというのはやっていらっしゃったので、一緒に

地域で事業開発し、その空港の中にも入ってこられて一体となってやってこられた時代が

あって、その次には２社体制で今度はダブルトラックになってくると、日本航空さんも出

資されていくというような、あとは八潮さんも出資するという形で、それぞれの空港ター

ミナルに２割とか３割ぐらいの出資の多分比率で入ってこられたと思うんです。そういう

ような中で新しいエアラインが入ってこられるときの問題というのが生じてきたのだと思

うのですが、これからその辺もう一回、新しい形で行くときに、どういう形でかかわられ

るのか、あるいは出資という形でガバナンスというところに関与されるのか、それとも関

連事業投資のような形で入ってこられるのか。当然それは主目的ではないと思いますので、

そういった点でいうと、エアラインとしてのポジショニングみたいなところについて、ぜ

ひこれからこういうふうに考えていったらいいというのがあったらお聞かせ願えればと思

います。 

【座長】  どなたからでも。こういうふうにとっていいですか。いろいろなポイントを

おっしゃられて。１つは一部の空港ターミナル等については既存の大手航空会社さんは出

資しておられたところもあると。これは羽田の空ビルさんもそうです。そういうところに

出資している立場として、エアラインというのは、出資時だけでなく利用者でもあるので、



                                                   

- 21 - 
 

何らかのガバナンスを理論的には行使できたはずだけれども、それがうまくいったのか、

いかなかったのか、どういうふうにお考えかと。 

【委員】  そう、メリットがあったのかとか。 

【座長】  あったのかと、ストレートにそこら辺を教えてくれというふうにとらえてよ

ろしいですか。 

【佐藤氏】    私の空ビルに対してエアラインとして出資していることによってどう

いうメリット、デメリットも含めてあったのかというのは、今、この段階できちんと精査

というか、調査したわけではないのですけれども、ドタ勘としましてはですけれども、正

直言って一言で言ってしまえば、メリットって何だったかなという正直な感じ方をしてい

まして、ただ、これからのことを考えれば、やはり民営化なりをしていったときに、その

発想の部分でこうしたらどうなのだというところのいろんなアドバイスも含めて絡ませて

いただければ、それなりの貢献ができるのではないのかなとは思っていたりもしますけれ

ども、ただ、自社に有利なような形で誘導するために、是が非でも新しい民営化の改正に

出資しなければいけないという発想は多分今はないのではないかなと思います。 

【篠辺氏】  何のために出資したのかになりますけれども、今、佐藤さん言われました

けれども、積極的に戦略展開をするというよりは、どちらかというと一定の影響力を確保

しておくことで、マイナス要素は減らそうと。私どもが出資していることで何らかの形で

意見反映はできるのではないか、あるいはここにライバルが並んでいるわけですから、他

社さんの動きを間接的につかめればと考えたこともあると思います。では新しく投資とい

うふうになりますと、時代背景も踏まえもう一回再評価してみる必要があるとも思ってい

ますと。投資している以上、そこで何とか路線を維持しなければならないというインセン

ティブなのか責任かが働いている面もあるかもしれません。 

【座長】  ありがとうございます。 

【有森氏】  スカイマークからちょっと。皆さん、全然ほとんどメリットはないみたい

なことをおっしゃっていましたけれども、私どもは全然空港にも投資も何もしておりませ

ん。ただ交渉相手として対応しているだけなのですけれども、空港ビルの方々はＪＡＬさ

ん、ＡＮＡさんの顔色をものすごく見て動いていらっしゃいます、実際。ですから、役員

も派遣していらっしゃいますので、メリットがないことは全然ないと思います。いろんな

交渉で、大変影響を受けているとスカイマークは考えております。 

 以上です。 
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【座長】  じゃあほかの方はいかがですか、ご質問。 

 では、○○さん。 

【委員】  静岡空港の件で、指定管理者を導入されたということで、民間が管理すると

いう、今、こちらの委員会で議論しているさきがけの実験的なプログラムで非常に興味深

いものだと思うのですけれども、早速評価もされていて、ガバナンスということで、どう

いう状況だったのかと非常に興味がありまして、ここに新聞がちょうどついていまして、

これは中日新聞の２月４日のものが資料で配られているのですけれども、 低点が経費削

減への取り組みとなっているのですが、これは民間になった場合には経費削減にも努力す

るというのが前回のプレゼンテーション、シックスシグマの話がありましたけれども、本

来ここのところが強く出ていくべきポイントだとは思うのですが、これ、おそらく経費削

減へのインセンティブを指定管理者が持っていないから、経費削減のほうの取り組みには

あまり努力がなかったのかなと想像するのですが、実際、この本県の指定管理者の制度の

中では、経費削減をすることによって何か指定管理者が利益を得るような、そういう仕組

みは入ってないということでしょうか。 

【内山氏】  管理業務に対する予算というのがありまして、決算が出ているのですが全

くゼロなのです。要は同じなのです。予算と決算の数字が、ケツが同じと。こういうこと

は実際あり得ないのですが、足りない部分は、その指定管理業務のほかに、この管理会社

はビルを経営していますんで、ビルのほうの収入から補ってプラス・マイナス・ゼロにな

ったという具合におっしゃっているんです。実際そういったコストを減らせば、何らかの

形のインセンティブがつくとか、こういうのはまだ初年度なので、これから少し考えてい

こうということになっていると思います。 

【委員】  ありがとうございます。今後のことですけれども、ここでもし経費削減がで

きれば、それを指定管理者さんのほうへの利益としても使えるし、なおかつ着陸料の低減

とかにも回せると。今、皆さんお話しされているＷｉｎ－Ｗｉｎの関係というのがつくり

出していければ、非常に興味深い実験的な指定管理者の制度というのが今後の指標になっ

ていくのかなと期待できますので、ぜひそういう新しい取り組みにも取り組んでいただけ

るといいかなと思います。 

【内山氏】  はい。 

【座長】  ありがとうございます。非常に大事なご指摘いただきました。この辺はでき

れば事務方の皆さんとご相談して、今の指定管理者という制度が、我々が議論していこう
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としている民営化ないしコンセッションとどういう違いがあるのかも含めて、少しはっき

りさせていったほうがいいかなと思っております。今日の時点での私の足りない理解でい

えば、現在はいろんな空港とかで便を減らしたくないということになると、自治体の皆さ

んはエアラインさんに、あるいは観光ミッションで海外の方のところにある程度サポート

するようなことをして、空港に入れるということにはなっていないと。それで空港のオペ

レーションの部分については、何だかんだ言いながら、勘定に入っているところは、そこ

からお金が入ってくるので、そこを効率化するインセンティブはなかなか働きにくいとい

う、その範囲の中でやっていただいていると。○○先生、多分ご指摘はそこら辺もあろう

かと思いますので、現在の枠組みでできていることと、そこのどこを変えれば本来エアラ

インにとっても地元にとってもいいような効率化努力が働いていただけるかと、この辺を

少しどこかで整理してご議論を皆さんと一緒にしていきたいなと思います。 

【委員】  ぜひＪＡＬさんの資料の中にも課題解決のポイント①という、グルッと滑走

路の周りを矢印が回っているような絵が前から６枚目にありますけれども、何か今、お互

いに牽制し合ってＷｉｎ－Ｗｉｎの関係ができていないような、この費用はこっちが持っ

てください、この費用はこっちが持ってくださいという、費用の自分だけは負わないよう

にしようという発想が何か４人の方のプレゼンテーションを聞いていると感想としてあっ

たのですけれども、逆にそれを何かうまくどこかのポイントをブレークすれば、逆に今度

はみんながよくなるような関係、例えば便数を増やせば全員がよくなると、そのかわり便

数が減れば全員がコスト負担すると、そうするとコスト負担したくないからみんなが頑張

るというＷｉｎ－Ｗｉｎの関係ができるという。非常に３Ｗｉｎ－Ｗｉｎを実現するため

の何かブレークスルーを見つけるのが課題かなと思います。 

【座長】  ○○さん、いかがですか。 

【委員】  本日はありがとうございました。搭乗率保証についての評価というのをお伺

いしたいと思います。当然これ、それこそ日本航空さんの資料でいうと、課題解決のポイ

ント③の維持運営費用の補助、そういう補助的なものとして、ご負担いただく方というの

がいるのかもしれませんけれども、ネットで見て、より増便になる、あるいは新たに路線

が就航になる、人が乗り降りする、非航空収入も増える、そういったようなことができれ

ばトータルでプラスになるようなツールの１つとして考えられるのではないかとは思って

いるのですけれども、実際すべての航空会社の方がそれを結んでいらっしゃるわけではな

いかもしれませんけれども、それをやられている方について、結構これは場合によっては
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ワークさせるような仕組みであるということなのか、いや何か課題があれば、こういうこ

となんですということを、もしおありであれば教えていただきたいと思います。 

【篠辺氏】  全日空で能登空港が開業されて以来、搭乗率保証をやってきています。も

ともと需要予測が大変厳しかったこともあって、当初自治体さんとどういう形で路便をネ

ットワーク維持しようかという試行錯誤、我々としては赤字の補てんを何とかしてもらえ

ないかという趣旨も含めてのやりとりの中で、いわゆる全日空側は、お客様に、たくさん

乗っていただいたら、その利益を地元に還元します。その代わり損したら、その分は補て

んできるようなルールができませんかというようにいろいろ議論しながらトライしてみま

しょうかというところになりました。 初は、ある程度の損益分岐点、私どもの内部資料

の開示になるので、少し限界があったので、お互い確認できる範囲でロードファクターで

すとか、飛行機の大きさも決めてやった制度でございますけれども、一方、自治体さんの

ほうは大変路線維持のためにも協力していただいていました。ですからエアラインとして

は、それだけ自治体さんも集客に努力されていて、我々も結果いい数字を出すことは社内

的にも路線を維持するいい意味での効果がある上に、ネットワークそのものは、やはりた

くさんあったほうが強いと考えていましたので、ずっと継続をできたというのがあります。

ただ、需要との関係だけでいきますと、もう随分たちますけれども、格段に便数を増やす

ことができているかというと、やはりマーケットの大きさそのものは我々の努力だけでは

カバーできない部分がありますから、１日２往復かつ飛行機の使い方を見ても、能登サイ

ドにしてみれば、飛行機をステイして、向こうからのダイヤをよくしたいというご希望に

対して、我々は首都圏のお客様を能登に運ぶというもので採算性を見るというような現実

的なやりとりもしながら数字は見ています。ただ、定着してきたので、徐々にターゲット

にする目標については、幅を広げていっている 中です。 

 それから自治体さんの努力というのは、能登空港そのものを広く地元にも知ってもらお

うということで、行政の出先機関を空港ターミナルの中につくって、空港に用のない人も

住民票を取りに空港に行けばできるですとか、空港そのものに対しての大げさですけれど

も、道の駅的な要素も当時から始められたり、ですからこれは、民間の知恵かというレベ

ルではなくて、やはり地元とか我々も含めてどういう形で活性化しようかというのがあっ

ての機能なので、そういう意味では１つの選択肢にはなっていますけれども、すべてそれ

でまかなえるるというものでもないと考えています。我々からすると自治体さんの大変な

頑張りや地元の旅行業、旅館業ですとか、お手伝いいただいたと思っております。 
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【佐藤氏】  弊社の場合、大分マスコミとか世間をお騒がせしていますけれども、静岡、

福岡のところだけでございますけれども、どういう形でそういうのが実現したかというと

ころにつきましては、例えば乗り入れする場合、判断するときにどういう環境を想定する

かというところもございますし、乗り入れするにしても何便で運航するかとかというとこ

ろもございますし、そういったところも含めてお互いのギブ・アンド・テイクの中で 終

的にああいう形で実現したというところでございまして、それも実際何年か続けていけば、

随時見直ししながら形も変わってくるのだろうなという気持ちはしておりましたけれども、

残念ながら結果としてああいう形になって、我々今、運航していない状況でございます。

そういう意味では、多分、搭乗率保証についてどう考えるかというところについては、だ

から、ご参考になるようなコメントはできないのかなとは思っています。ただ、要はエア

ラインと、先ほど申しましたけれども、空ビルとかあるいは地元自治体というところは、

協力し合いながら、路線ネットワークを維持したり、あるいは強化していくというところ

については、搭乗率保証もあれば、そういう意味で着陸料でいろんなところで減免をして

いただくとか、あるいは空ビルの施設使用料をどう考えるのかというようないろんなやり

方がある中の１つの選択肢だという位置づけでいいのかなとは思っています。 

【座長】  その点に関して１点だけ質問なのですが、あるべき論でお答えいただければ

いいんですけれども、今のシステムの工夫の中で出てきているものだと思うんですけれど

も、今後環境が変わります、いろんな形で首都圏の空港制約も減り、全日空さんもほかの

出資者さんと一緒にＬＣＣさんをつくっていただく、スカイマークさんもどんどん伸びて

いかれるでしょうし、ＪＡＬさんも立て直してやらなくてはいけないし、フジドリームさ

んのように違った形のエアラインもつくると。多分違うプレーヤーがいろんな形で出てく

る時代になったときに、本来であれば、そういう搭乗率保証のようなバイで握るものでは

なくて、本来の公租公課なり、あるいは空港の使用料みたいなものはきちんと下げてもら

うとか、そこで結果的に運賃転化、下げるほうに、できるエアラインは下げてもらって自

分のビジネスを伸ばしてもらい、ＪＡＬさんの話だと地域活性化にもつながると。そうい

うのが本来の理想論のような形でついつい我々考えがちなのですが、そういう流れが望ま

しいとは思っていらっしゃるのか、いやいや、それはどういう形でもお金が入れば一緒な

ので構いませんよということなのか、これはシステム論で行くのか、個別にやるのかとい

う思想論にもなりますので、今日は空港の話ですので、航空会社の経営の話ではありませ

んので、今日言ったから言質をとったと我々は言いませんので、どういうふうにお考えか
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少し感覚を教えていただければ助かります。 

【内山氏】  搭乗率というのは、運賃下げれば上がりますし、適正な運賃だということ

でやれば下がります。だからそういうものに保証というのをどう考えるべきかなと。例え

ばアメリカなんかだったら、高速で２時間以上運転して行かないといけないところに航空

路がなくなるとき、そういうときは政府そのものが利益まで含んだ保証する。入札してや

るのですが、そういうことになっていますよね。だからいろんなやり方はあると思うので

すが、とにかく日本の場合は、さっきもどなたかおっしゃっていましたが、我々だって全

体費用の２０％ぐらい公租公課なのです。今現在、我々は赤字ですから、要は収入の多分

３分の１ぐらいが公租公課になっているのです。３０人お客さん乗ったら、１０人は公租

公課で取られてしまうという状態でございますから、そういった全体のエアラインのコス

トをもう少し国として下げる方法を考えていただきたいということなのです。地方はさっ

きの搭乗率保証にしろ、それから地方管理空港の場合は着陸料を減らしたり、テナント料

を減らしたりして地方の方はものすごく努力していただいているのです。我々は松本空港

なんかでもそうなのですけれども。国のほうに納める費用というのがものすごくありまし

て、こういったところをやはり何とか国でやっていただかないと、日本のエアラインその

ものの国際競争力がなくなっていくんではないかなというぐあいに思いますね。 

【有森氏】  済みません、スカイマークから一言だけ。搭乗率保証が必要なビジネスは、

私どものビジネスとは全く違う種類のビジネスと考えております。考え方としてマーケッ

トに忠実に、そこの路線で収益が上がるならば参りますし、そうでなければ行かないしと

いうことで全く別のビジネスと社内では考えております。 

【佐藤氏】  先ほどの座長の質問に答えになっているかどうかあれなのですけれども、

基本的には総論というか一般論として、当然下げていただいてエアラインの自主的な判断

で乗り入れて何便で運航するか、それがどれぐらいの採算を見込むかというのは当然あっ

てしかるべき形だと思いますし、それは実現するような形で公租公課の分は非常に安い形

でセットされているというのが理想だと思います。ただ、それはそれとして、じゃあほん

とうに地方とエアラインと、先ほど申しましたけれども、自治体も含めてかもしれません

けれども、そういう中でほんとうにぜひとも自分のところに路線を持ってきたい、逆にも

っと強化してネットワークに入りたいというところについての実勢みたいなところで、あ

ながち僕は搭乗率保証というのをそれだけ取り出して言っているわけではないのですけれ

ども、いろんな形での着陸料の減免とか、空港施設の減免とか、要するに賃借料の減免と
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か、そういった形として地方とエアラインあるいは地方には自治体としての空港ビルとか

入っていますけれども、そういったところが協力してやっていくというのは当然あってし

かるべきですし、それは別に否定されるものではないんではないかと思います。 

【篠辺氏】  全日空でございます。例えば、搭乗率保証みたいなもの、どんどんやる会

社の考えというのは持っているわけではなくて、これは１つの選択肢で判断したことです

ので、使い方だと思います。一方、座長が言われたとおり、当時とまた環境が違いますよ

ねということでは、私どもは交通基本法のときに少し発言させていただいたのですけれど

も、今までは利益が出ている路線を持っていることで、これを赤字補てんの原資として赤

字路線も維持する、そんな無理する必要ないじゃないかといいながらも、数少ない会社で

日本のネットワークを維持してきましたし、それが役割だということで踏ん張ってきまし

たけれども、もう時代は変わってきて、そうした内部補助でやっていく仕組みそのものが

限界に来ていますということを表明しております。ですから、そのことを突き詰めると、

この搭乗率保証制度をやらないのかということよりも、こういうことも含めて、どうやっ

て赤字路線は赤字をなくしながら路線維持ができるような仕組みにしていくのかというの

は、今現在ないアイデアも含めてやっていかないと、今の日本の国内事情から見ますと、

新幹線網が充実してきますし、我々の予測では、国内交通網がどんどん発展するような環

境にはないと思っていますので、もっと工夫をする必要があると思います。せっかくここ

までネットワークをつくってきたので、むしろこれを強みにするということも例えば私ど

もでは何とかならないのかと考えております。撤退するのは、それはそうなのだけれども、

やはり逆に持っている路線の数を強みに、例えば海外と結びつける。これは羽田の国際化

を当社が従来から主張していた根拠にはなっている部分なのですけれども、そうした形も

含めて何とか活性化につなげる。ただ、 後はビジネスライクに見ていかなければならな

い要素という比重はどんどん膨らんでいるというのが現実だと思っております。 

【委員】  それぞれの方がおっしゃった低廉なコストで高品質のサービスを、あるいは

公平性をというのは、利用者の立場としては非常にほんとうにもっともなところで、そう

いうところがどんどんできてくれば、利用者としてもとてもありがたいということだと思

うのですけれども、ただこれを実現していくためには、先ほどから出ているような創意工

夫をして、収益を拡大していく、あるいはコストを下げていくということをしないとなか

なかこのすべての要求は満たせないわけなのですよね。そうなると、ここで何人の方がお

っしゃったように、民間の知恵を導入するだとか、あるいはこの良循環を生み出すという
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ことが求められるわけなのですけれども、これも民間の知恵が入ってくれば直ちにそうな

るというわけでもないということで、おそらく今、少しずつおっしゃったところに関係す

るんですけれども、何かやはりここで発想を変えていくことをしていかないとなかなかこ

れだけコストを下げて収益を上げていくというのはできないだろうと。もちろん、そこに

新しい民間のアイデアを持っている人が入ってくるということは重要なのですけれども、

今お話を伺っていると、先ほどの内部補助のことも含めていろんな規制だとかルールだと

かというものがそういうものを阻む要素が幾つかあるとすると、それはこの機会に変えら

れるものは変えたほうがいいだろうと思うんですけれども、とりあえず今パッと思いつく

範囲で結構なんですが、何かこういうところがやはりポイントで、ここを変えるとかなり

動きやすくなるんではないかということがおありでしたら、ちょっと教えていただきたい

んですけれども。 

【座長】  特に空港にかかわる部分ですね。 

【委員】  ええ、そうですね。もちろん空港に。 

【座長】  エアライン系全部の話をしたらきりがないんで。 

【委員】  空港の経営に関して、効率化あるいはコストを下げたり、あるいは自由度を

高めるということで何かここがなかなかネックだなということをお感じでしたらと。 

【佐藤氏】  済みません、先ほどもちょっと冒頭の説明の中で申し上げたのですけれど

も、ほんとうに例えばお客様がアライバル便着かれて、ターンテーブルでバゲージをピッ

クアップして帰られるというところのスペースについては、先ほど申しましたように、空

港ビルに払う定額が決まっておりまして、それに対してお客様何名運んだかということで、

そこを利用しているエアラインが何％負担するかというところで今お支払いしているとい

う構図なのですけれども、これをまた言うとエアラインのエゴだと言われて誤解されてし

まうと困るのですが、やはり今お客様増えても減っても空ビルに入ってくる収入は全く変

わりません。そうではなくて、先ほど申しましたように、これはお客様からいただくので

はなくて、我々エアラインが空ビルに支払う一つのフォーミュラとして頭数幾らでお支払

いするということにやり方を変えれば、多分もっとお客様を増やさなくてはというところ

も含めて空ビル側のインセンティブとか、逆にいったら、そういったところの動機づけと

いうのが強化されるのではないかというのが先ほど申し上げたとおりでございまして、今

までそういったところについて、あまり注目されていなかったのかもしれませんけれども、

そういう新しいメカニズムを入れ込んでいくというのは、一つの具体的な例としていいの
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ではないのかなとは思いますけれども。 

【篠辺氏】  個別の事例ではないのですけれども、やはり収入とか費用を透明化すると

いうのをまずやらないといけない。私どもは民間だから効率化できているかというと、今

日はマスコミの方おられるでしょうけれども、「エアラインなんか競争力ないじゃないか」

という指摘を受けているわけで、それもいろんな指標を使って外と比べると「あなたたち、

コスト、こんなものに見えるよ」という指摘をいただいているわけです。これは我々にと

っては、少なくともバネにはしなければいけないわけで、説明責任も果たすとなりますの

で、それはやはりいろいろな形で空港運営の現状をタイムリー、スピーディーにエアライ

ンもわかるのであれば、これはこうしたほうがいいのではないかとかこれは勘弁してくれ

よ、そんなに費用かかっているのはおかしいではないかという指摘はできます。まずはこ

の透明化ができやすいことは期待しているのですけれども、今現在だって透明化されると、

自動的にコスト、これは無駄だよねと思うところは皆さんやるはずです。分かなければ、

無駄かどうかも認識できない場合があると思いますので、私はまず透明化を頑張ってやる

というのはマストだと思っています。 

【有森氏】  済みません、スカイマークから一言だけ。要は、空港はその地域の窓口と

いいますか、産業の活性化の起爆剤になると思っておりますので、重要な位置づけにある

と思います。よって民営化イコール毀誉褒貶というか、利益が上がれば空港の管制も含め、

職員も含め、収益が上がったら配分する、ボーナスが出るとか、そういうのをきちんとや

るのも１つかと思います。今、空港さえあけていれば別にもう食っていけるよとそういう

のではなくて、前年よりも搭乗者数が増えたと、みんなで分けようじゃないかとか、そう

いうような形にするのも１つかと思います。 

【座長】  時間の都合もありますので、○○さんと○○さんとご質問を出していただい

てよろしいですか。お２人いただいて、関連するところをお２人ないし３人ぐらいの方か

らお答えいただくということで。 

【委員】  済みません、質問というよりは感想なのですけれども、先ほどからお聞きし

ていると、やはり搭乗率保証は例ということで、それをするかしないかはニュートラルと

いうことだとは思うんですけれども、お話を聞いていると、やはり地方自治体と航空会社

さん、エアラインさんがお互い協力してやっていらっしゃると。ところがあくまでもバイ

の関係であるということだと思うのです。それは現状の前提では仕方がない。現状の前提

というのは、空港があって、そこに独占的な機能があって、そこを運営しているところが
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あると。ところがそれを例えば自治体さんもターミナルを運営するところを自治体さんが

入札というか競争することができれば、そこに対して、いや、搭乗率保証はこれだけでい

いよと。むしろターミナルに対して何かをさせるという仕事をさせて、これは別に１例で

あって、どうせお金を出すのであれば、ターミナルにやらせてターミナルが今度は各社さ

んと交渉する、もしくはターミナルがそのお金をどういうふうに使うかということを使っ

てやらせることによって空港という固定した施設に対しての競争原理をオペレーターで入

れて、そのオペレーターが民間発で使って、今度は各社さんとやるというダイメンション

が今そこが欠けているのかなという気がしまして、それが各社さんにとってそれで民間と

民間との競争原理もしくは発意によってさらに行くという、そこを変えないといけないの

かなということを感じました。感想です、済みません。 

【座長】  ありがとうございました。 

 では、どうぞ。 

【委員】  空港運営に非航空系収入と航空収入があるのと同じように、エアラインの場

合も当然航空の本体と、それから非航空系収入というのがあるわけですけれども、事業と

いいますか収入というか非航空系事業ですよね、今、いわゆる貨物だとか物販だとかレス

トランとかいろいろなことをやっていらっしゃるわけですが、まずどれぐらいの割合でそ

ういうようなものがあるのかということ。どうしてそれを聞きたいかといいますと、これ

からそういったものがどんなふうに非航空系の事業を伸ばしていこうとされているのかと

いうことにも関連しながら、例えば空港運営をこれからもう一度上下一体あわせて非空港、

空港をやっていく場合に、やはりエアラインがどれぐらい関与してられるのか知りたいで

す。今お聞きしますと、ビルの利用料の問題、それからまたビルの中で営業もしていらっ

しゃり、物販もしていらっしゃって、出資者でもありという、いろいろな絡み方をしてい

らっしゃるわけなのですけれども、どういうふうに関与していくのがいいと思っていらっ

しゃるのでしょうか。それからそれに関連して、例えば非航空系の事業にも、ある程度何

かの、こういう事業はいいけれども、こういう事業は関連したとしてもやめておくべきだ

というような規制を入れるべきだと思っていらっしゃるのでしょうか。それともむしろ、

海外なんかもっと航空系、非航空系でこんな付帯設備もあり、こういったところが中に埋

もれているので、もっと積極的にこういうこともやるべきではないかというお考えもあれ

ば、お聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 
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【篠辺氏】  少し先生のご質問、幅広いので、少しご紹介ということで、私どもは国内

旅客事業それから国際旅客事業、それから貨物事業、その他と分けますと、全日空の場合

は大体国内で収入が６割ぐらい、国際の旅客で２割、０９年なんかで見るとまた環境悪い

ので、２割に下がってしまったというのはあるんですが、そのようなイメージです。貨物

事業は、国際と国内合わせて約１割です。そうすると残りがその他で、これはいわゆる航

空に全く関係ないのもまざっていますので、それがその空港絡みが１割なのかというと、

もっともっと小さいのです。空港とのかかわり合いになりますと、やはり今の数字で見て

も、全体の占める割合の旅客事業ですとか、あるいは貨物事業みたいなものがほとんどに

なります。確かに私どもも機内販売ですとか、空港でグループ会社が売店をやったりして

おりますけれども、そこにも事業性は見ていますけれども、そこが今後大幅に伸びるとい

うよりは、根っこの旅客事業ですとか、貨物事業がどう成長するか。その場が空港なもの

ですから、友釣れになって附帯するものにもチャンスが出てくる。 

 ただ、昨今の国内線の事情を見ますと、国内貨物事業で例えば私どもは貨物専用機を基

本的には飛ばしていません。全部旅客機の下腹のベリーと呼んでいるものだけなのです。

普段からこれは空きスペースが多くなります。残念ながら、貨物での収入については、国

内についてはあまりよくなくて、もっと知恵が要るなとは思っていますけれども、一方、

こうした問題は、ダイヤを旅客に合わせてつくっていまして、貨物に合わせたダイヤをつ

くっていませんので、どちらをとりますかという問題にもなっております。ただ、空港サ

イドには貨物にかかわる附帯施設をつくってくれとお願いも当然してきている関係で、今

申したことでいえば、そのわりには貨物がないですよねということの指摘を受ける場合も

あったり、我々も貨物分野でももっと地元と協力して首都圏や関西地方に運ぼうという取

り組みはやっていますけれども、やはり順番は旅客事業をどれだけ活性化するのかという

のがどうも一番早いのではないかというのを、ここは感想なんですけれども、持っており

ます。 

【座長】  ちょっと時間の都合がありまして、恐縮でございます、ここで一旦エアライ

ンさんとのやりとりは中断させていただきます。 

 済みません、大変お待たせを申し上げましたけれども、航空連合さんのほうからせっか

くお越しいただきましたので、ご意見をいただいてということにしたいと思います。 

 

 



                                                   

- 32 - 
 

（６）航空連合 会長 山本 大博 氏 

 

【山本氏】  では、お時間の関係もありますので、空港の運営のあり方に関する委員会

委員の皆様、本日はお招きいただきましてありがとうございます。この大変な重要な政策

である空港運営のあり方の検討の議論の中で、常々申し上げておりますけれども、空港で

働く者、業界で働く者の代表として、航空連合に発言の機会を与えていただいたことを感

謝いたします。また、労働組合と申し上げましても、私たちそもそもは航空会社の社員、

関連会社の社員でございます。いずれ、会社に戻らなければならないという立場もござい

ますけれども、本日はエアラインの経営陣の主張される争点、論点と大きく異なる目新し

いものを出せるかどうかはわかりませんけれども、やはり経営者の視点では、優先度に変

化があったり、失念しているようなこと、また、このような場では発言しにくいような内

容もあったようですので、働く者の立場からこのような空港運営なら支持できるとか、こ

の考えは一緒である、また、この観点は忘れてはならないという気づきを与えられるよう

な提言ができればと思っております。 

 本日の説明内容は、２ページ目になります。まずは航空連合について、済みません、時

間がない中ではございますけれども、少し紹介をさせていただきたい。そして私たちのつ

くっている産業政策提言のプリンシパルといいますか、原則としての考え方のご紹介、そ

して本テーマである空港運営の形態の見直しに当たっての提言を３、４、５の３点、そし

て提言のまとめという形でご提案をしたいと思います。 

 では、３ページの資料を見ていただきまして、航空連合について組織概要をご紹介した

いと思います。先ほど、この会場に入ったときに、随行員と間違われるぐらい若い会長で

ございますし、組織としても若い航空連合でございます。ちょっと紹介をさせていただき

たいと思います。航空連合はＪＡＬグループとＡＮＡグループの労働組合が大同団結をい

たしまして、９９年に結成をされた航空労働界を代表する産業別労働組合でございます。

航空会社には、皆さんご案内のとおり、１社に複数労組がある場合が多いですけれども、

ＡＮＡ、ＪＡＬ内のそれぞれの 大の労働組合が加盟をしている組織でございます。組織

としては、客室乗務員と整備士をはじめとする地上職の組織になります。なお、いわゆる

新興エアラインでは、北海道のエア・ドゥの労働組合、そして沖縄では空港ビルの労働組

合も入っているということでございます。そして観光業も含めた航空関連産業で働く６４

組織、約３万６,０００人で構成され、ＪＡＬや全日空だけの主張ではなくて、グループ外
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のエアラインの労組とも産業全体を一緒によくしていこうという観点で産業基盤の強化に

向けた産業政策提言活動をしてございます。上部団体としては、連合、そして陸海空の交

通運輸の労働組合で構成する交運労協といったものにも加盟をしているところでございま

す。 

 次のページの活動概要になりますけれども、今期で航空連合は１２年目を迎えますが、

今年は産業政策の実現をとおして、安心して生活できる強固な産業基盤を目指そうとスロ

ーガンに掲げて活動を進めております。産業政策の実現に向けては、より安全で、利用し

やすい航空輸送を実現し、航空及び航空関連産業が健全に発展していくことを目指して、

毎年産業政策提言として我々の意見をこのような冊子に取りまとめておりまして、国交省

をはじめとする政府・民主党、関連各所に要請行動を行っておるところでございます。こ

の冊子は後ほど皆様にお配りしたいと思います。また、この検討会でのテーマとなってお

ります空港整備、空港運営のあり方などについては、空港整備財源のあり方に関する提言

の中で航空連合結成以来、課題認識を持ち、発信をしてきているところでございます。 

 次のページに移りますが、５ページになります。空港整備勘定の見直しというところ、

これも触れさせていただきたいと思いますが、私たちが結成以来、一貫して主張している

ことが空港整備勘定の見直しでございます。今検討会のテーマである空港へのあり方の見

直しそのものは、空港整備勘定の見直しと切り離して考えることができないと考えており

ますのでスライドを２枚使って先にその考えについて、ご説明をさせていただきたいと思

います。 

 スライドは皆さんにお配りしているのと一緒でございます。２ページ使ってご説明をし

ます。現在のような空港整備、空港運営の状況をつくった大きな要因の一つとして、空港

整備勘定のプール制にあると私たちは考えています。各エアラインの方もおっしゃってお

りましたけれども、まずはプール制を廃止して、現時点での着陸料、空港使用料などの歳

入と空港整備や維持運営費などの歳出部分の関係を明確にすることが必要です。その上で

必要性の見直しを含めて歳出部分を徹底的に削減し、その結果、余剰となった歳入部分、

特に公租公課を見直して、利用者への還元を進めていくべきと考えております。 

 昨年秋の事業仕分けにおいて、空港整備勘定は廃止の方向性、一般財源化というものが

長期的には示されておりますけれども、現状のまま一般財源化してしまうと、空港使用料

などの軽減のモチベーションが働かずに、利用者への還元というのが今後困難になってし

まうと考えています。したがって、歳出、歳入の関係の明確化、そして財源そのものの規
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模の見直しをして、空港整備勘定廃止へ進めていくべきと考えています。なお、羽田空港

のような国家的なプロジェクトといえるようなものに対しては、純粋一般財源の投入を積

極的に行うべきと考えております。 

 次のスライドになります。６ページでございます。これは空港整備勘定、過去の空整特

会を各要素に分けて歳入、歳出で山積みにした関係の透明化、明確化をイメージしたもの

になります。お金には色がついていないということのため、航空連合はこういう関係付け

をしています、航空局はちょっと違う関係付けをしています、皆さんいろいろひもつけを

しておりますけれども、このように考えておりまして、項目ごとに分けますと、一番上の

航空機燃料税は来年度から３年間限定で軽減ちゃんとしてほしいということになっており

ますけれども、そもそも新たな空港整備のための税と考えますので、既に役割を終えて必

要ないもの、廃止を前提に考えるべきと考えています。着陸等の収入については、各空港

の独自収入として、その空港の維持運営費などに充てるべきと考えております。あとは、

今日は論点には出ていませんでしたけれども、航援料等については、管制、航空路整備等

に充てて、収支の透明性を高めて、一つの手法としては独法化等を、運営を完全に独立す

ることも考えられるということ。純粋一般税源については、ナショナルミニマムの観点で

政策路線、具体的には離島航空路線に対する補助や国家プロジェクト的な空港の整備など

に使うべきということ、この考えは交通基本法のヒアリングの中でも航空連合として申し

上げさせていただいております。 

 続きまして７ページになります。ようやく本日のヒアリングの目的でございます空港運

営形態の見直しに当たっての考え方でございますが、まず私たちは供給サイドの視点だけ

ではなくて、広い意味での利用者の目線でそのあり方を検討することが極めて重要である

と思います。それでは、利用者に選ばれる魅力ある空港とはどのような空港となりますと、

１点目は安全性が十分に確保されていること、２つ目が利便性の高さが確保されているこ

と、３点目が費用対効果の高い運営が行われていることと航空連合は考えます。 

 ８ページに移りまして、１点目の安心・安全な空港の実現に向けてでございますけれど

も、空の安全を守る上で、事業者の安全運航に対する努力というものはもちろんでござい

ますけれども、空港の保安体制の充実というものが重要となっております。これは過去の

制限区域内への不法侵入の事例であったり、国際テロ・未遂事件の列挙でございますが、

こういった不法侵入の事例はなくならず、また国際テロ、ハイジャック等は国家をターゲ

ットとした行為に発展をしてございます。今までは、航空保安というものはエアラインや
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空港会社、そういった各主体が責任を分担して行っているところでございますが、事業者

の立場では費用負担に限界がある、また今後予想される空港運営事業者にすべて任せると

いうことも限界があると思います。またお客様との関係では、そういった保安に対する強

制力というものを行使することに限界も感じているところでございます。また、検査場の

金属探知機のところに人がいないなど、空港の混雑等のサービス低下にもつながってしま

っていると考えておりますので、国が費用負担を含めて、責任を持って各空港の保安体制

を構築すべきと考えているところでございます。 

 ページをめくっていただきまして９ページですが、労働組合の立場としては。働く者に

とっての安全・安心も非常に重要ということで、近年、制限区域内での作業中に負傷する

事故も増加傾向にございます。また、航空機や空港施設の損傷事故も後を絶たないという

ことで、写真に載せてございますのは、飛行機から乗り降りする際に使用するパッセンジ

ャー・ボーディング・ブリッジの外観でございますが、タイヤのところにある黄色い柵と

いうものは、監視員がタイヤの下敷きになった事故を受けて設置されたものでございます。

航空機を相手に働く者としては、安心して働くことができるよう、労働安全の観点からの

対応も空港の運営事業者に対して求めていきたいと考えております。 

 続きまして、２点目の利用しやすい空港の実現に向けてということですが、４点ほど提

起をさせていただきます。まずは空港アクセスの改善ということで、いろいろなところで

も出ているようなアクセスの時間短縮、その他アクセスの改善ということ。そして２つ目

がユニバーサルデザインの推進ということで、体の不自由な方や外国人を含めたすべての

人にとってやさしい空港を担保していただきたいということです。昨今では、無料ＬＡＮ

環境などの通信施設も対外国人に向けては必須となっていると把握しております。 

 続きまして１１ページになりますが、空港の利便性、そして価値を考える上で運航ダイ

ヤやネットワークというのは重要な要素だと考えておりますので、そのために必要なこと

として首都圏上空空域の活用と航空管制官の処理能力の向上というものが必要だろうと考

えています。首都圏上空空域の解放が進み、首都圏の管制の忙しさの中でも給料の差がな

かなか上がっていない管制官のモチベーションが上がるようなインセンティブの仕組みが

あれば、首都圏空港発着便の飛行時間の短縮や航空経路の増大につながり、より多くの便

が運航できるようになる。そして発着枠が増大し、またその増大した発着枠を有効に活用

ができるようになるということです。なお、今日はあまりエアラインの方々は指摘してお

りませんでしたけれども、その重要な競争資源である発着枠ということに関しては、私た
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ちは空港や行政に過度の裁量権を持たせず、公平公正で透明な配分決定ルールが必要と考

えております。 

 また、特に混雑空港など、いわゆる新興エアラインであったり、ＬＣＣに過度に偏った、

頼った優遇策というものもあってはならないということ。いつまでが新興エアラインとし

て優遇すべきだということもきちんと議論をしていただきたいと考えております。また先

ほど空ビルの出資、エアラインの出資についてお話がありましたけれども、空港会社への

出資と影響力の行使というものもきちんと航空会社として、していっていただきたい、し

ていくべきだと考えています。これはきちんと出資しているエアラインが束になって牽制

し合わずに一致して空港ビル、そして今後の空港運営事業者に対して主張をしていく、利

用者の立場で主張をしていくということ、航空連合も全日空、ＪＡＬグループ、その他の

グループの労働組合が一致してできていますので、経営の方にもしっかりとやっていただ

きたいということです。空ビルの段階であれば、例えばカウンターであったり、ラウンジ

の位置取りといったところで済んだかもしれませんけれども、空港運営事業者となると、

今度は発着枠の配分に対して大きな裁量権を持つということになるおそれがありますので、

ここはしっかりとしていきたいということでございます。スライドのほうには書いてない

部分ですが、強調させていただきたいと思います。そして、人の流れだけではなくて、航

空貨物の高速化を生かせる貨物施設などの機能改善ということも空港の利便性、価値向上

に資するものと考えてございます。 

 １２ページでございます。３点目、コストパフォーマンスの高い空港の実現に向けてと

いうことです。あの空港をまた利用したい、この空港に乗り入れたいと利用者、そして事

業者に感じさせるためには、適正な料金による適正なサービスの提供が大きな要因を占め

ている。適正とは、言いかえれば納得感ということだと思います。そのためにどのような

空港運営が必要なのかについて２点、提起をいたします。 

 １３ページでございますが、まずは諸外国では既に実践されている内容でございますし、

各エアラインの方々も主張がございましたけれども、個別空港の独立した空港運営への転

換が必要というところでございます。空港別収支算出の共通ルールを策定して、地方管理

空港も含めたすべての空港ごとの収支を明確にすること、透明化です。そして、私たちは

上下とは言わずに、エアサイド、ランドサイドと言っていますけれども、それの運営を一

体化すること。そして空港ごとの独立採算を基本として運営として行う。これは運営形態

にもかかわらずということです。そうした上で徹底した効率化により、支出の削減を図り、
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利用者負担、着陸料、駐車料金、テナント料等の軽減につなげていく必要があります。 

 そして１４ページは、空港ごとの独立採算を進める上で課題と考えられる点についての

考え方を列記しております。羽田にかかわる借入金の償還とございますが、読み上げたい

のは、この赤字空港への対応というところでございます。今現在発表されている空港別収

支を見て赤字空港、こんな空港は必要かとか、いろんなマスコミの論点もございますけれ

ども、独立採算後の収支が赤字の空港への対応としては、収支が黒字か赤字かという点の

みで必要性を考えるのではなくて、その空港が持つ公共性、地域経済に与える影響など、

その外部経済の効果も考えて、補助の是非も含め、幅広い観点から議論を行う必要がある

ということでございます。 

 後になりますけれども、１５ページです。空港の地域との連携という観点です。空港

が独立して運営を行っていくためには、飛行機を利用するお客様だけでなく、その地域の

人々にとっても必要とされる存在であるべきと考えています。空港がお荷物であった時代

から共生をしていくのだという視点が必要ということでございます。また地域に根ざした

空港となるべきで、その地域の人が飛行機を利用しなくても空港に行くような環境整備も

必要ということで、先ほど能登空港の例が出ておりましたけれども、そういったことも必

要だということ。こういった取り組みによって、空港が地域とともに活性化すれば結果と

して、私どもの立場では雇用の創出にもつながるのではないかと考えております。書いて

おりませんけれども、税金も取られるというイメージよりは納めたいと思うものに変えて

いこうと政府が考えていると言っております。騒音対策費の給付であったり、給付する状

態から逆に空港があることによってメリットを得ている方々、広くそういった方々から徴

収ができるような体制への転換が必要だと考えてございます。 

 後まとめてございますが、このような観点、 初のところは空港整備勘定の見直しと

不可分の関係にあるので、この両者を同時に進めていかないと、この検討会の結論が今後

十分に生かされないのではないかと考えておりますので、できれば今後の検討会において、

もしくは相応な場において空港整備勘定の見直しについても取り上げてご議論いただきた

いと考えています。そしてこの検討会の結論が国管理空港にとどまることなく、地方管理

空港も含めた日本の空港運営全体に波及させることが必要ということ、そして２点目は、

こういったこれまでに述べた利用者目線での運営が担保されるならば、運営形態としては、

いろんな形があるのだろうというのが私たちの結論でございます。いずれの形態であって

も、利用者そして事業者から選ばれることが も重要と考えますので、そのためには安全
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性、利便性、効率性を追求した運営を念頭に置いて検討を進めていただきたいと思います。 

 資料は以上なのですけれども、一応労働組合の立場から補足、１点だけ申し上げますと、

例えば空港で働いている、飛行機を飛ばす仕事にかかわる人々について、私たちは組織を

しておりまして、いわゆる管制官であったり、空港事務所の職員の方については組織でき

ておりません。ただ、空港の民営化ということについては、空港で働く公務員の方々の身

分の関係等、将来にも大きく影響することでございますので、あまり論点として挙がって

きていませんけれども、十分な配慮をお願いしたいということを労働者代表として一言

後に申し上げたいと思います。 

 以上で航空連合からの提言を終了いたします。少し時間かかりましたが、よろしくお願

いいたします。 

【座長】  どうもありがとうございます。また別の立場からの視点をいただきまして、

ありがとうございました。そうしましたら、ちょっと時間、押しておりますけれども、皆

様のほうからご質問等ありましたら、質疑応答をさせていただきたいと思います。 

【委員】  どうも貴重なご提言ありがとうございます。今、山本会長のほうからのご提

言にございました中で発着枠の問題であるとか、あるいは路線選定の問題とか、空港経営

において、これまで民営化なり何なりを進めていくというときに、その空港事業者にいろ

いろな自由度を与えたほうが空港経営として魅力が高まるというご議論がこれまでにもご

ざいました。具体的に例えば、発着枠の設定であるとか、路線の設定であるとか、そうい

うものを空港の運営事業者というのか、そういったところがある程度企画をするとか、差

配をするというようなことが現実的に可能なのかどうか。そしてそういうものを、これは

航空連合というよりはエアラインの方に伺いたいのですけれども、そういうことに対して、

どういうふうにエアラインとしては受けとめられるのか、そこら辺を伺いたいんですけれ

ども。 

【山本氏】  空港事業者が第２の裁量権を持った行政になっては困るということが現実

でございます。そういった差配をすることを否定するわけではないですけれども、利用者

としてエアラインがきちんと主張を持って協議ができるような体制をつくっていけば解決

できるのではないかと思っています。 

【委員】  できればちょっとエアラインのお立場から、そういうことをどういうふうに

考えておられるのかというのをちょっと承らせていただけますか。 

【佐藤氏】  ちょっと質問の意味を理解しているかどうかなんですけれども、現実問題
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として、日本の国内の空について申し上げれば、ほんとうに空もぱんぱんで全く発着枠が

なかなかとれないよというのは、多分地方空港ではなくて、羽田しか、成田が今後どうな

っていくかというのもあると思いますけれども、時間値の問題を若干脇においておけば、

羽田だけなので、じゃあ羽田について羽田のＪＡＴＣＯさんが発着枠を差配するというと

ころについて、それが民間企業として、そういう形を決定するというのは、何と申しまし

ょうか、違和感はありますねという感じですね、やはり。 

【篠辺氏】  これについては、まず、世界の空港で、出発・到着のスロットについてど

ういうルールで配分しているかというスタンダードに基づいてやるべきだと思います。あ

とは今、佐藤さんが言われたように、非常に混雑している空港、場合によってはスロット

自体を取引までしているような例が国際的にはあるわけです。ですからそこについては、

公正公平の観点が失われるような形はどのエアラインにとっても、良くないわけで、基本

的にはできるだけ世界でこれが一番いいやり方でエアラインとやりとりして決めているの

だということであれば、そういうやりとりでも構わないと考えます。問題は、混んでいる

空港はちょっと何か考えが要るぞということだと思っております。 

【委員】  ありがとうございました。 

【内山氏】  それから路線の話が出ましたが、国内路線は一応自由ということになって

おりますので、空港がそれを差配するというのは、制度的にもおかしいし、そういう考え

方はないのだろうと。国際の場合は国の認可になっておりますし、これは空港そのものと

は関係のない話かなと思っております。 

【座長】  あと１問ぐらいだけ、お時間ございますが、ほかの方。 

【委員】  よろしいですか。 

【座長】  どうぞ。 

【委員】  テロ・ハイジャックの安心・安全のところで、これは国家をターゲットとし

た行為であるから費用負担も含めて国が一義的に責任を負うべきだと書いてあり、そうか

もわかりませんが、これは具体的にいうと、お話の中でお客様なので、なかなか強く言え

ないのだというようなご表現もあったと思うのですが、これは国家公務員がやるべきだと、

こういうふうにお考えなのでしょうか。それとも費用負担の話が重点なのでしょうか。そ

れはどういうふうに理解したらよろしいでしょうか。 

【山本氏】  基本的には費用負担という考えで私ども組み立てはしてございますけれど

も、それで実際目的が達成させられないのであれば、アメリカのようにＴＳＡがやるとい
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うことも必要なのかもしれません。 

【座長】  どうもありがとうございました。非常に広い範囲の議論を今日のエアライン

の方々、それから航空連合の方々、ほんとうにエアラインの方も少しずつ違う立場でお話

しいただきましたので、我々も大変参考になりました。ほんとうにありがとうございまし

た。 

 それでは、お時間も参りましたので、進行を事務局のほうに戻させていただきます。 

 

閉 会 

 

【空港政策課室長】  どうもありがとうございました。 

 それでは 後に、市村政務官のほうから閉会のあいさつを申し上げたいと思います。政

務官、よろしくお願い申し上げます。 

【市村政務官】  ただいまご紹介賜りました市村でございます。途中から参加でござい

ましたが、本日も第４回目ということ、また今日は特にエアラインの皆様にお越しいただ

きまして、心から感謝を申し上げます。この検討会は、ほんとうに今後の成長戦略の中で

いかに空港需要を高めていくか、そのときにいかに効率的に合理的にやっていくのかとい

うことを追求したいということもあると思っています。今日までいろいろご意見賜りまし

たことを私も途中からでございましたけれども、しっかり受けとめておりますので、また

引き続き、今日のこの場に限らず、ぜひともいろいろご意見を賜りたいと思う次第でござ

います。特に発着枠の問題につきまして、私もこの立場になってからいろいろなところで

いろんなご意見をお聞きしておりますので、いろいろとまた教えていただきまして、万が

一にも国土交通省に過度な規制があってはならないと私は思っております。やはりもっと

自由にやれるようにしなくてはならないと思っておりますので、そういう観点からいろい

ろとまたご意見を賜れれば幸いでございますので、よろしくお願いを申し上げます。あり

がとうございました。 

【空港政策課室長】  それでは本日、第４回目の検討会は、これにて終了させていただ

きたいと思います。次回につきましては、また後日、事務局のほうから詳細についてご連

絡差し上げたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は皆様、ご多

忙のところ、ご出席賜りましてありがとうございました。 

 


